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第８４号議案

豊川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定につ

いて

豊川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を次のように定

めるものとする。

平成２７年１１月２７日提出

豊川市長 山 脇 実

豊川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「法」という。）第９条

第２項の規定に基づく個人番号の利用及び法第１９条第９号の規定に基づく

特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。

⑴ 個人番号 法第２条第５項に規定する個人番号をいう。

⑵ 特定個人情報 法第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。

⑶ 個人番号利用事務実施者 法第２条第１２項に規定する個人番号利用事

務実施者をいう。

⑷ 情報提供ネットワークシステム 法第２条第１４項に規定する情報提供

ネットワークシステムをいう。

（市の責務）

第３条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取

扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りなが

ら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

（個人番号の利用範囲）

第４条 法第９条第２項の条例で定める事務は、別表第１の左欄に掲げる機関
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が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第２の左欄に掲げる機関が行う同表の

中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う法別表第２の第２欄に掲げ

る事務とする。

２ 別表第２の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するため

に必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有

するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネッ

トワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人

情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

３ 市長又は教育委員会は、法別表第２の第２欄に掲げる事務を処理するため

に必要な限度で、同表の第４欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有す

るものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネット

ワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情

報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

４ 前２項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条

例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を

含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったもの

とみなす。

（特定個人情報の提供）

第５条 法第１９条第９号の条例で定める特定個人情報を提供することができ

る場合は、別表第３の第１欄に掲げる機関が、同表の第３欄に掲げる機関に

対し、同表の第２欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第４欄に掲

げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第３欄に掲げる機関

が当該特定個人情報を提供するときとする。

２ 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、

規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む

書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみ

なす。

（委任）

第６条 この条例に定めるもののほか、個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関し必要な事項は、規則で定める。
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附 則

この条例は、平成２８年１月１日から施行する。
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別表第１（第４条関係）

機関 事務

１ 市長 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）に準じて行う予防接

種に関する事務であって規則で定めるもの

２ 市長 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に準じて行う外国
人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

３ 市長 豊川市遺児の育成をはかる手当条例（昭和４４年豊川市条例
第３２号）による手当の支給に関する事務であって規則で定
めるもの

４ 市長 愛知県遺児手当支給規則（昭和４５年愛知県規則第３０号）
による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

５ 市長 豊川市障害者のしあわせを高める手当条例（昭和４６年豊川
市条例第２号）による手当の支給に関する事務であって規則
で定めるもの

６ 市長 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第
１３４号）及び国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６
０年法律第３４号。以下「昭和６０年法律第３４号」とい
う。）に準じて行う手当の支給に関する事務であって規則で

定めるもの

７ 市長 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）に準じて行う健康
増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

別表第２（第４条関係）

機関 事務 特定個人情報

１ 市長 児童福祉法（昭和２２年 生活保護法に準じて行う外国人の
法律第１６４号）による 保護に関する情報であって規則で

障害児通所給付費、特例 定めるもの
障害児通所給付費、高額
障害児通所給付費、肢体 介護保険法（平成９年法律第１２
不自由児通所医療費、障 ３号）による保険給付の支給、地

害児相談支援給付費若し 域支援事業の実施又は保険料の徴
くは特例障害児相談支援 収に関する情報（以下「介護保険
給付費の支給、障害福祉 給付等関係情報」という。）であ
サービスの提供、保育所 って規則で定めるもの
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における保育の実施若し

くは措置又は費用の徴収
に関する事務であって規
則で定めるもの

２ 市長 児童福祉法による助産施 生活保護法に準じて行う外国人の
設における助産の実施又 保護に関する情報であって規則で
は母子生活支援施設にお 定めるもの
ける保護の実施に関する

事務であって規則で定め
るもの

３ 市長 予防接種法による予防接 予防接種法に準じて行う予防接種

種の実施、給付の支給又 に関する情報であって規則で定め
は実費の徴収に関する事 るもの
務であって規則で定める
もの 身体障害者福祉法（昭和２４年法

律第２８３号）による身体障害者
手帳、精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律（昭和２５年法律
第１２３号）による精神障害者保

健福祉手帳又は知的障害者福祉法
（昭和３５年法律第３７号）にい
う知的障害者に関する情報（以下
「障害者関係情報」という。）で

あって規則で定めるもの

生活保護法による保護の実施又は
就労自立給付金の支給に関する情

報（以下「生活保護関係情報」と
いう。）であって規則で定めるも
の

生活保護法に準じて行う外国人の
保護に関する情報であって規則で
定めるもの

４ 市長 身体障害者福祉法による 生活保護法に準じて行う外国人の
障害福祉サービス、障害 保護に関する情報であって規則で
者支援施設等への入所等 定めるもの
の措置又は費用の徴収に

関する事務であって規則 地方税法（昭和２５年法律第２２
で定めるもの ６号）その他の地方税に関する法

律及びこれらの法律に基づく条例
による地方税の賦課徴収又は地方
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税に関する調査（犯則事件の調査

を含む。以下同じ。）に関する情
報（以下「地方税関係情報」とい
う。）であって規則で定めるもの

５ 市長 精神保健及び精神障害者 生活保護法に準じて行う外国人の
福祉に関する法律による 保護に関する情報であって規則で
診察、入院措置、費用の 定めるもの
徴収、退院等の請求又は

精神障害者保健福祉手帳
の交付に関する事務であ
って規則で定めるもの

６ 市長 生活保護法による保護の 身体障害者福祉法による障害福祉
決定及び実施、就労自立 サービス、障害者支援施設等への
給付金の支給、保護に要 入所等の措置又は費用の徴収に関
する費用の返還又は徴収 する情報であって規則で定めるも

金の徴収に関する事務で の
あって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定
めるもの

地方税関係情報であって規則で定
めるもの

公営住宅法（昭和２６年法律第１
９３号）による公営住宅（同法第
２条第２号に規定する公営住宅を
いう。以下同じ。）の管理に関す

る情報であって規則で定めるもの

国民健康保険法（昭和３３年法律
第１９２号）又は高齢者の医療の

確保に関する法律（昭和５７年法
律第８０号）による医療に関する
給付の支給若しくは保険料の徴収
に関する情報（以下「医療保険給

付関係情報」という。）であって
規則で定めるもの

国民年金法（昭和３４年法律第１

４１号）による年金である給付若
しくは一時金の支給、保険料その
他徴収金の徴収、基金の設立の認
可又は加入員の資格の取得及び喪
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失に関する事項の届出に関する情

報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって
規則で定めるもの

７ 市長 地方税法その他の地方税 生活保護法に準じて行う外国人の
に関する法律及びこれら 保護に関する情報であって規則で
の法律に基づく条例によ 定めるもの

る地方税の賦課徴収又は
地方税に関する調査に関 医療保険給付関係情報であって規
する事務であって規則で 則で定めるもの
定めるもの

介護保険給付等関係情報であって
規則で定めるもの

８ 市長 公営住宅法による公営住 生活保護法に準じて行う外国人の

宅の管理に関する事務で 保護に関する情報であって規則で
あって規則で定めるもの 定めるもの

地方税関係情報であって規則で定

めるもの

医療保険給付関係情報であって規
則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって
規則で定めるもの

９ 市長 国民健康保険法による保 障害者関係情報であって規則で定
険給付の支給、保険料の めるもの
徴収又は保健事業の実施
に関する事務であって規 生活保護関係情報であって規則で

則で定めるもの 定めるもの

生活保護法に準じて行う外国人の
保護に関する情報であって規則で

定めるもの

地方税関係情報であって規則で定
めるもの

医療保険給付関係情報であって規
則で定めるもの
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母子及び父子並びに寡婦福祉法（
昭和３９年法律第１２９号）によ
る配偶者のない者で現に児童を扶
養しているもの又は寡婦について

の便宜の供与に関する情報であっ
て規則で定めるもの

10 市長 国民年金法による年金で 生活保護関係情報であって規則で

ある給付若しくは一時金 定めるもの
の支給、保険料その他徴
収金の徴収、基金の設立 生活保護法に準じて行う外国人の
の認可又は加入員の資格 保護に関する情報であって規則で

の取得及び喪失に関する 定めるもの
事項の届出に関する事務
であって規則で定めるも 地方税関係情報であって規則で定
の めるもの

11 市長 知的障害者福祉法による 生活保護法に準じて行う外国人の
障害福祉サービス、障害 保護に関する情報であって規則で
者支援施設等への入所等 定めるもの

の措置又は費用の徴収に
関する事務であって規則 地方税関係情報であって規則で定
で定めるもの めるもの

12 市長 災害対策基本法（昭和３ 地方税関係情報であって規則で定
６年法律第２２３号）に めるもの
よる被災者台帳の作成に
関する事務であって規則

で定めるもの

13 市長 老人福祉法（昭和３８年 生活保護法に準じて行う外国人の
法律第１３３号）による 保護に関する情報であって規則で

福祉の措置又は費用の徴 定めるもの
収に関する事務であって
規則で定めるもの

14 市長 母子及び父子並びに寡婦 生活保護法に準じて行う外国人の
福祉法による配偶者のな 保護に関する情報であって規則で
い者で現に児童を扶養し 定めるもの
ているもの又は寡婦につ

いての便宜の供与に関す
る事務であって規則で定
めるもの
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15 市長 母子保健法（昭和４０年 予防接種法による予防接種の実施
法律第１４１号）による に関する情報であって規則で定め
保健指導、新生児の訪問 るもの
指導、健康診査、妊娠の

届出、母子健康手帳の交 生活保護法に準じて行う外国人の
付、妊産婦の訪問指導、 保護に関する情報であって規則で
低体重児の届出、未熟児 定めるもの
の訪問指導、養育医療の

給付若しくは養育医療に 地方税関係情報であって規則で定
要する費用の支給又は費 めるもの
用の徴収に関する事務で
あって規則で定めるもの 子ども・子育て支援法（平成２４

年法律第６５号）による子どもの
ための教育・保育給付の支給又は
地域子ども・子育て支援事業の実
施に関する情報であって規則で定

めるもの

16 市長 高齢者の医療の確保に関 生活保護関係情報であって規則で
する法律による後期高齢 定めるもの

者医療給付の支給、保険
料の徴収又は保健事業の 生活保護法に準じて行う外国人の
実施に関する事務であっ 保護に関する情報であって規則で
て規則で定めるもの 定めるもの

医療保険給付関係情報であって規
則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって
規則で定めるもの

17 市長 中国残留邦人等の円滑な 身体障害者福祉法による障害福祉

帰国の促進並びに永住帰 サービス、障害者支援施設等への
国した中国残留邦人等及 入所等の措置又は費用の徴収に関
び特定配偶者の自立の支 する情報であって規則で定めるも
援に関する法律（平成６ の

年法律第３０号）による
支援給付又は配偶者支援 障害者関係情報であって規則で定
金（以下「中国残留邦人 めるもの
等 支 援 給 付 等 」 と い

う。）の支給に関する事 生活保護法に準じて行う外国人の
務であって規則で定める 保護に関する情報であって規則で
もの 定めるもの
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地方税関係情報であって規則で定
めるもの

公営住宅法による公営住宅の管理

に関する情報であって規則で定め
るもの

医療保険給付関係情報であって規

則で定めるもの

国民年金法による年金である給付
若しくは一時金の支給、保険料そ

の他徴収金の徴収、基金の設立の
認可又は加入員の資格の取得及び
喪失に関する事項の届出に関する
情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって
規則で定めるもの

18 市長 介護保険法による保険給 生活保護法に準じて行う外国人の
付の支給、地域支援事業 保護に関する情報であって規則で
の実施又は保険料の徴収 定めるもの
に関する事務であって規

則で定めるもの 地方税関係情報であって規則で定
めるもの

医療保険給付関係情報であって規

則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）による
自立支援給付の支給に関する情報
（以下「障害者自立支援給付関係
情報」という。）であって規則で

定めるもの

19 市長 健康増進法による健康増 身体障害者福祉法による障害福祉
進事業の実施に関する事 サービス、障害者支援施設等への

務であって規則で定める 入所等の措置又は費用の徴収に関
もの する情報であって規則で定めるも

の
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障害者関係情報であって規則で定
めるもの

生活保護関係情報であって規則で

定めるもの

生活保護法に準じて行う外国人の
保護に関する情報であって規則で

定めるもの

医療保険給付関係情報であって規
則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって
規則で定めるもの

障害者自立支援給付関係情報であ
って規則で定めるもの

20 市長 障害者の日常生活及び社 障害者関係情報であって規則で定

会生活を総合的に支援す めるもの
るための法律による自立
支援給付の支給又は地域 生活保護法に準じて行う外国人の
生活支援事業の実施に関 保護に関する情報であって規則で

する事務であって規則で 定めるもの
定めるもの

地方税関係情報であって規則で定
めるもの

介護保険給付等関係情報であって
規則で定めるもの

21 市長 子ども・子育て支援法に 生活保護法に準じて行う外国人の
よる子どものための教 保護に関する情報であって規則で
育・保育給付の支給又は 定めるもの
地域子ども・子育て支援

事業の実施に関する事務 地方税関係情報であって規則で定
であって規則で定めるも めるもの
の

22 市長 予防接種法に準じて行う 障害者関係情報であって規則で定
予防接種に関する事務で めるもの
あって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で



- 12 -

定めるもの

生活保護法に準じて行う外国人の
保護に関する情報であって規則で
定めるもの

23 市長 生活保護法に準じて行う 労働者災害補償保険法（昭和２２
外国人の保護に関する事 年法律第５０号）による給付の支
務であって規則で定める 給に関する情報であって規則で定

もの めるもの

災害救助法（昭和２２年法律第１
１８号）による救助若しくは扶助

金の支給、児童福祉法による小児
慢性特定疾病医療費、療育の給付
若しくは障害児入所給付費の支給
又は母子及び父子並びに寡婦福祉

法による資金の貸付けに関する情
報であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法による障害福祉

サービス、障害者支援施設等への
入所等の措置又は費用の徴収に関
する情報であって規則で定めるも
の

障害者関係情報であって規則で定
めるもの

地方税関係情報であって規則で定
めるもの

社会福祉法（昭和２６年法律第４

５号）による生計困難者に対して
無利子又は低利で資金を融通する
事業の実施に関する情報であって
規則で定めるもの

公営住宅法による公営住宅の管理
に関する情報であって規則で定め
るもの

戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭
和２７年法律第１２７号）による
援護に関する情報であって規則で
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定めるもの

特別支援学校への就学奨励に関す
る法律（昭和２９年法律第１４４
号）による特別支援学校への就学

のため必要な経費の支弁に関する
情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規

則で定めるもの

国民年金法による年金である給付
若しくは一時金の支給、保険料そ

の他徴収金の徴収、基金の設立の
認可又は加入員の資格の取得及び
喪失に関する事項の届出に関する
情報であって規則で定めるもの

国民年金法、私立学校教職員共
済法（昭和２８年法律第２４５
号）、厚生年金保険法（昭和２９

年法律第１１５号）、国家公務員
共済組合法（昭和３３年法律第１
２８号）若しくは地方公務員等共
済組合法（昭和３７年法律第１５

２号）による年金である給付の支
給又は保険料の徴収に関する情報
であって規則で定めるもの

児童扶養手当法（昭和３６年法律
第２３８号）による児童扶養手当
の支給に関する情報であって規則
で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法に
よる給付金、特別児童扶養手当等
の支給に関する法律による障害児

福祉手当若しくは特別障害者手当
又は昭和６０年法律第３４号附則
第９７条第１項の福祉手当の支給
に関する情報であって規則で定め

るもの

特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律による特別児童扶養手当の
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支給に関する情報（以下「特別児

童扶養手当関係情報」という。）
であって規則で定めるもの

母子保健法による養育医療の給付

又は養育医療に要する費用の支給
に関する情報であって規則で定め
るもの

雇用対策法（昭和４１年法律第１
３２号）による職業転換給付金の
支給に関する情報であって規則で
定めるもの

地方公務員災害補償法（昭和４２
年法律第１２１号）による公務上
の災害又は通勤による災害に対す

る補償に関する情報であって規則
で定めるもの

児童手当法（昭和４６年法律第７

３号）による児童手当又は特例給
付の支給に関する情報であって規
則で定めるもの

雇用保険法（昭和４９年法律第１
１６号）による給付の支給に関す
る情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等の円滑な帰国の促
進並びに永住帰国した中国残留邦
人等及び特定配偶者の自立の支援
に関する法律による永住帰国旅

費、自立支度金、一時金又は一時
帰国旅費の支給に関する情報であ
って規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等の支給
に関する情報であって規則で定め
るもの

原子爆弾被爆者に対する援護に関
する法律（平成６年法律第１１７
号）による手当等の支給に関する
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情報であって規則で定めるもの

原子爆弾被爆者に対する援護に関
する法律による一般疾病医療費の
支給に関する情報であって規則で

定めるもの

介護保険給付等関係情報であって
規則で定めるもの

厚生年金保険制度及び農林漁業団
体職員共済組合制度の統合を図る
ための農林漁業団体職員共済組合

法等を廃止する等の法律（平成１
３年法律第１０１号）による年金
である給付、特定障害者に対する
特別障害給付金の支給に関する法

律（平成１６年法律第１６６号）
による特別障害給付金又は年金生
活者支援給付金の支給に関する法
律（平成２４年法律第１０２号）

による年金生活者支援給付金の支
給に関する情報であって規則で定
めるもの

障害者自立支援給付関係情報であ
って規則で定めるもの

石綿による健康被害の救済に関す

る法律（平成１８年法律第４号）
による特別遺族給付金の支給に関
する情報であって規則で定めるも
の

職業訓練の実施等による特定求職
者の就職の支援に関する法律（平
成２３年法律第４７号）による職

業訓練受講給付金の支給に関する
情報であって規則で定めるもの

難病の患者に対する医療等に関す

る法律（平成２６年法律第５０
号）による特定医療費の支給に関
する情報であって規則で定めるも
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の

24 市長 豊川市遺児の育成をはか 児童福祉法による障害児入所支
る手当条例による手当の 援、措置（同法第２７条第１項第
支給に関する事務であっ ３号若しくは第２項又は第２７条

て規則で定めるもの の２第１項の措置をいう。以下同
じ。）又は日常生活上の援助及び
生活指導並びに就業の支援の実施
に関する情報であって規則で定め

るもの

障害者関係情報であって規則で定
めるもの

地方税関係情報であって規則で定
めるもの

児童扶養手当法第３条第２項に規
定する公的年金給付の支給に関す
る情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当関係情報であっ
て規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律によ
る療養介護又は施設入所支援に関
する情報であって規則で定めるも
の

豊川市障害者のしあわせを高める
手当条例による手当の支給に関す
る情報であって規則で定めるもの

25 市長 愛知県遺児手当支給規則 児童福祉法による障害児入所支
による手当の支給に関す 援、措置又は日常生活上の援助及
る事務であって規則で定 び生活指導並びに就業の支援の実

めるもの 施に関する情報であって規則で定
めるもの

障害者関係情報であって規則で定

めるもの

地方税関係情報であって規則で定
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めるもの

児童扶養手当法第３条第２項に規
定する公的年金給付の支給に関す
る情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当関係情報であっ
て規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律によ
る療養介護又は施設入所支援に関
する情報であって規則で定めるも

の

26 市長 豊川市障害者のしあわせ 地方税関係情報であって規則で定
を高める手当条例による めるもの

手当の支給に関する事務
であって規則で定めるも 豊川市遺児の育成をはかる手当条
の 例による手当の支給に関する情報

であって規則で定めるもの

27 市長 特別児童扶養手当等の支 特別児童扶養手当等の支給に関す
給に関する法律及び昭和 る法律による障害児福祉手当若し
６０年法律第３４号に準 くは特別障害者手当又は昭和６０

じて行う手当の支給に関 年法律第３４号附則第９７条第１
する事務であって規則で 項の福祉手当の支給に関する情報
定めるもの であって規則で定めるもの

28 市長 健康増進法に準じて行う 高齢者の医療の確保に関する法律
健康増進事業の実施に関 による後期高齢者医療給付の支給
する事務であって規則で 又は保険料の徴収に関する情報で
定めるもの あって規則で定めるもの

別表第３（第５条関係）

情報照会機関 事務 情報提供機関 特定個人情報

１ 市長 生活保護法による保 教育委員会 学校保健安全法（昭和３
護の決定及び実施、 ３年法律第５６号）によ

就労自立給付金の支 る医療に要する費用につ
給、保護に要する費 いての援助に関する情報
用の返還又は徴収金 であって規則で定めるも
の徴収に関する事務 の
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であって規則で定め

るもの

２ 市長 生活保護法に準じて 教育委員会 学校保健安全法による医
行う外国人の保護に 療に要する費用について

関する事務であって の援助に関する情報であ
規則で定めるもの って規則で定めるもの

３ 市長 中国残留邦人等支援 教育委員会 学校保健安全法による医

給付等の支給に関す 療に要する費用について
る事務であって規則 の援助に関する情報であ
で定めるもの って規則で定めるもの

４ 教育委 学校保健安全法によ 市長 生活保護関係情報であっ
員会 る医療に要する費用 て規則で定めるもの

についての援助に関
する事務であって規 生活保護法に準じて行う

則で定めるもの 外国人の保護に関する情
報であって規則で定める
もの

地方税関係情報であって
規則で定めるもの

理 由

この案を提出するのは、行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第９条第２項の規定に基づく個人番号の利用及び同法第

１９条第９号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定める必

要があるからである。


